
議案第８号  

 

指定管理者の指定について  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定に基づ

き、指定管理者の指定について、次のとおり議会の議決を求める。  

平成２９年６月１６日提出  

                  市川市長  大 久  保  博  

 

記  

 

１ 指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称  

  市川市地域振興施設  

２ 指定管理者となる団体  

  東京都中央区入船３丁目６番３号  

  市川未来創造グループ  

  代表者  日本メックス株式会社  

      代表取締役社長 今泉 正義  

３ 指定の期間  

  平成３０年４月１日から平成４０年３月３１日まで  



理  由  

 

平成３０年４月１日から市川市地域振興施設を管理する指定管理者を指

定するため、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により提案するもので

ある。  

 



議案第８号の参考  

 

市川未来創造グループの概要  

 

１ 設立の経緯  

  市川市地域振興施設の指定管理業務を行うため、３業者が「市川未来創造

グループ」を設立した。  

２ 設立年月日 平成２９年１月１３日  

３ 所 在  地 東京都中央区入船３丁目６番３号  

４ 業務の範囲  

 ⑴ 市民等の休憩の場の提供に関すること。  

 ⑵ 地域情報及び道路情報の発信に関すること。  

 ⑶ 地場物品の販売をし、又は販売の場を提供すること。  

 ⑷ 災害への対応に関すること。  

 ⑸ 地域振興施設の利用を停止し、及び退去を命ずること。 

 ⑹ 施設等の維持管理（大規模なものを除く。）を行うこと。 

 ⑺ 飲食の提供、物品の販売その他の利用者の利便性の向上に資するサービ

スの提供を行うこと。 

 ⑻ その他前各号に掲げる業務を行うに当たり必要な行為をすること。  

５ 組織等  

構成員  

（代表者）  

東京都中央区入船３丁目６番３号  

日本メックス株式会社 代表取締役社長  今泉 正義  

構成員  千葉県千葉市緑区大野台２丁目１０番地１ 

株式会社鈴木食品  代表取締役  鈴木  美津江  

構成員  千葉県市川市市川南４丁目２番１１号  

京葉産業株式会社  代表取締役  加曽利  邦彦  
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